
【資料１】 

1 

パブリックコメントにおける意見と対応（案）について

１ 実施期間 

  平成28年11月１日（火）から11月21日（月）まで 

２ 実施方法 

 （１）周知方法 

   ①区のおしらせ中央（１１月１日号）への掲載 

   ②区ホームページへの掲載 

 （２）中間のまとめの公表 

   ①区ホームページへの掲載 

   ②閲覧用の冊子の設置 

    区役所本庁舎（まごころステーション・情報公開コーナー・企画財政課）、 

    日本橋特別出張所、月島特別出張所 

 （３）意見の提出方法 

    企画財政課の窓口への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール及び区のホームペ

ージからの入力 

３ 意見総数 

  意見提出者  15人 

  意 見 数  72件 

４ 意見に対する対応（案） 

 （１）答申案に反映するもの                ４件 

 （２）答申案に盛り込まれているもの            31件 

 （３）区において今後の計画・取組の参考とすべきもの    18件 

 （４）採用には至らないと判断したもの           17件 

 （５）その他                       ２件 
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基本構想等の位置付けや役割 

中央区の２０年後を展望し、区民生活やまちの姿などの将来像を明らか

にするとともに、その実現に至るみちすじを示すものです。

基本構想

計画期間はおおむね１０年間で、基本構想の施策のみちすじを実現する

ための手段として、具体的な施策や取組内容をまとめたものです。

基本計画

おおむね３～５年程度の計画期間で、それぞれの分野で策定される具体的

な施策・事業を示しています。

個別計画

答申１「中央区基本構想」 

答申２「中央区基本計画に盛り込

むべき施策のあり方」 

中央区基本構想等

に関する答申

※答申２に基づき、区で施策や取組内

容等を検討し、基本計画を策定 

※答申１にあたる部分を議会に上程

し、議決を経て策定 



○答申案に反映するもの

取扱い 該当ページ 考え方

パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

№ 意見の概要
対応（案）

1

　答申１の第２章にある「将来像の実現に
向けた基本的な方向性」と第３章の「施策
のみちすじ」との関連性についての説明
がないことから、どのように「基本的な方
向性」の内容を実現するのかロジックが
見えない。

○

P9
第３章　施策のみちす
じ

P18
第４章　基本構想実
現のために

　P9の「第３章　施策のみちすじ」及び
P18の「第４章　基本構想実現のために」
について、各章の位置付けに関する説明
を追記します。

2

　将来像、基本的な方向性、施策のみち
すじなど、いずれも深く共感しましたが、こ
うした基本方針をさらにシンプルに分かり
やすくした上で、次代を創る20代から40
代の声を聴く仕組みを検討して欲しい。
　この世代は非常に多忙ですが、最前線
の感覚や諦観を持っています。また、こう
した世代ほど行政との対話が自分達の
生活につながることを理解し、意見を発
信することが大切であり、地域の活性化
にもつながると思います。「市民発信での
社会と産業の融合による次世代型行政
システム」というイメージです。

○

P18
３　社会経済環境の
変化に応じた行政
サービスの提供

　P6の「２　基本構想の役割と理念」のと
おり、基本構想は、中央区に住み・働き・
訪れるすべての人々や団体が連携し、総
力を挙げて取り組んでいく、区と区民のま
ちづくりの憲章です。この実現に向けて、
若い世代をはじめ、あらゆる世代の区民
による行政への参画は重要であるため、
P18の「３　社会経済環境の変化に応じた
行政サービスの提供」に追記します。

4

　答申２の「第２章　基本構想の体系」の
中に答申１の「第３章　施策のみちすじ」
に記載されている「１　一人一人の生き方
が大切にされた安心できるまちを目指し
て」、「２　快適で安全な生活を送るため
の都市環境が整備されたまちを目指し
て」、「３　輝く個性とにぎわいが躍動を生
み出すまちを目指して」の記載が欠落し
ている。
　加筆しなければ「基本構想の体系」は完
成されないのではないか。

○
P24
第２章　基本構想の
体系

　各章との整合を図るため、P24の「第２
章　基本構想の体系」に追記します。

3
　議会・委員会・審議会などの夜間・休日
開催やパブリックコメントに伴う説明会の
実施について検討していただきたい。

○

P18
３　社会経済環境の
変化に応じた行政
サービスの提供

　多様化するニーズに的確に対応してい
くためには、行政に対する区民の積極的
な参画は重要であるため、P18の「３　社
会経済環境の変化に応じた行政サービ
スの提供」に追記します。

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

3



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

□答申案に盛り込まれているもの

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

6

　「中間のまとめ」は10月11日にまとめら
れ、同日の審議会でパブリックコメントの
実施を決めているが、８月31日に小池都
知事は豊洲新市場を11月７日に開場する
計画と築地市場解体の中止を決定してい
た。
　これを知りながら内容を検討せずパブ
リックコメントを実施した行政と審議会は
無責任のそしりを免れないと考えます。

□

5

　築地市場の移転は不確実な状況であ
り、移転を前提とした記載はできません。
　土壌汚染問題の解決を条件に移転を容
認した中央区も、その条件が満たされなく
なった以上は、原点回帰し移転は容認で
きない立場にありますので、築地市場の
移転について断定的な記載は改めること
を要望します。

□

P5
１　新たな基本構想策
定の背景と目的

P48
(イ)世界に発信する魅
力的なまちづくり

P49
(ア)都心商業の推進

　築地市場の移転は延期されたものの、
現時点で東京都は移転の方針を正式に
変更しておりません。しかしながら、移転
時期等が不明確であることから、「中間の
まとめ」では断定的な表現としておりませ
ん。今後とも状況変化を注視しつつ、審
議会において、対応を検討していきます。

7

　都知事選挙が行われ、小池都政が誕生
し、８月31日の記者会見で、豊洲新市場
を11月７日に開場する計画と、同日以降
に予定していた築地市場の閉鎖および解
体工事の延期を発表しています。
　起草委員会は、こうした都政の動きを見
ながらも、舛添都政時代の移転計画を既
定方針として「答申１」「答申２」の記述を
変更せずに公表し、パブリックコメントを
実施したが、しかるべき時を選び、再度パ
ブリックコメントを実施すべきではないか。

□

9

　P7の「(1)『「中央区スタイル』を確立し、
世界に輝く東京を創造」の説明に「子育
て」を追記し、「子育て・福祉・教育・まち
づくりを含め様々な分野で」としてほしい。

□

P7
(1) 「中央区スタイル」
を確立し、世界に輝く
東京を創造

　子育て支援は、重要なテーマと認識し
ており、福祉分野の１つとして整理してい
ます。

8

　これから策定される基本構想は現在の
基本構想の総括の上に策定されるべきも
のであるが、これまでの18年間の区政を
取り巻く環境の変化と、それに対する区
行政の対応についてどうであったかにつ
いての分析と評価の記述が充分ではな
い。

□
P5
１　新たな基本構想策
定の背景と目的

　審議会では現在の基本構想策定時か
ら今日に至るまでの取組について整理
し、それらを踏まえた現状と課題をまとめ
た上で、区の20年後を展望し、将来像と
その実現に至るみちすじについて検討を
進めてきました。
　また、基本構想は20年後の将来像を描
くものであることから、行政の取組に対す
る分析や評価は記載しておりませんが、
区政を取り巻く環境の変化については、
P5の「１　新たな基本構想策定の背景と
目的」に記載しています。

4



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

11
　人口が増加する中でコミュニティを活用
して、まちの質を向上させていく視点が必
要です。

□

P8
(5) 多様な絆が融合し
た「プロアクティブ・コ
ミュニティ」の確立

　多様な主体と連携しながら、自ら率先し
て地域における課題を解決していく社会
を構築することが必要であると考え、P8
の「(5)多様な絆が融合した『プロアクティ
ブ・コミュニティ』の確立」のとおり、盛り込
んでいます。

10

　現在の基本構想では「基礎的自治体と
しての自立」を掲げ、自治権の拡充を
謳っていたが、新たな基本構想では国や
東京都との連携が中心にあり、独自性を
発揮する方向性が消えている。東京都の
調整権限とされている医療や交通事業な
ど、地域に根ざした課題を抱えているも
のも多くあるため、区の積極的な姿勢で
長年の懸案事項を解決していただきた
い。

□

P7
(1)「中央区スタイル」
を確立し、世界に輝く
東京を創造

P18
４　国や東京都、関係
団体等との連携

　平成12(2000)年の都区制度改革におい
て、「基礎的な地方公共団体」として法律
上位置付けられ、東京都と特別区の役割
分担も明確になりました。そのため、「基
礎的自治体としての自立」の項目はあり
ませんが、基礎自治体として区民目線に
立った行政運営は重要であり、今後も区
の主体性を確保しつつ、国や東京都と相
互調整・連携をしていく必要があると考
え、P18の「４　国や東京都、関係団体等
との連携」のとおり、盛り込んでいます。
　また、さまざまな分野で区の独自性を積
極的に発揮していく必要があることから、
P7の「２　将来像の実現に向けた基本的
な方向性」に「(1)『中央区スタイル』を確立
し、世界に輝く東京を創造」を掲げていま
す。

13

　「地域包括ケアシステム」の法律上の定
義は、介護保険における65歳以上の高
齢者に対する仕組みですが、医療・介護
の現場では決して高齢者だけの仕組み
ではありません。
　高齢者だけの仕組みに限定して記載し
ていることについて修正を要望します。
　特に、「高齢者が住み慣れたまちでいき
いきと暮らし続ける環境づくり」（P10、
P38）を「高齢者をはじめ誰もが住み慣れ
たまちでいきいきと暮らし続ける環境づく
り」と変更してほしい。

□
P9
(2)誰もがいきいきと笑
顔で暮らせるまち

　「地域包括ケアシステム」については、
法律上、高齢者に対する仕組みとして位
置付けられていることから、P10及びP38
の「③高齢者が住み慣れたまちでいきい
きと暮らし続ける環境づくり」に記載して
います。当然ながら、住民相互の助け合
いや地域の多様な主体の連携・サポート
等により、切れ目のないきめ細かな地域
福祉の充実に取り組むことは重要である
と考え、その趣旨はP9の「(2)誰もがいき
いきと笑顔で暮らせるまち」のとおり、盛り
込んでいます。

12

　晴海では新たな住民が増えているが、
自治会に加入しない方が多く、隣に誰が
住んでいるのかもわからない。これでは
自治会として治安や防災上問題が起きた
時に対応することは困難である。
　また、町会・自治会は高齢化が進み、存
続が難しい状況にあるため、品川区のよ
うに町会・自治会への加入を奨励する条
例を制定して欲しい。このままでは高齢
者の孤立死も増加の一途だと思う。

□

P8
(5) 多様な絆が融合し
た「プロアクティブ・コ
ミュニティ」の確立

　地域福祉の構築や防災・防犯などの課
題解決などには、町会・自治会をはじめと
した地域力が重要であると考え、P8の
「(5)多様な絆が融合した『プロアクティブ・
コミュニティ』の確立」のとおり、盛り込ん
でいます。
  なお、これまでも「住宅及び住環境に関
する基本条例｣、｢マンションの適正な管
理の推進に関する条例｣等により、健全
なコミュニティと生活基盤の維持・発展
や、マンションに居住する方の地域コミュ
ニティへの参加･連携などを推進している
ものと認識しています。

5



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

15

　住民の増加に伴い、保育・スポーツ・介
護・教育施設が不足しているため、これら
の機能を統合し、敷地を有効に活用した
施設が各地域に必要である。
　また、公園も望ましいが、土地が限られ
ているため、屋内施設として統合した方
が効率的である。加えて、小さな公園は
必要性が感じられないため、図書館のよ
うな教育施設が欲しい。

□

P18
２　持続可能な行財政
運営

P44
①水とみどりにつつま
れたやすらぎのある
空間づくり

　基本構想を実現するため、公共施設の
あり方について常に点検し、適切な施設
配置について検討を行うべきと考え、P18
の「２　持続可能な行財政運営」のとお
り、盛り込んでいます。
　また、公園については、P44の「①水と
みどりにつつまれたやすらぎのある空間
づくり」のとおり、ヒートアイランド現象の
緩和や遊び場、憩いの場として必要であ
ると考えています。

14

　P15の「①特色ある商業活力が融合し、
かがやきを放つ都心商業の形成」の中に
「印刷・製本業」「金融業」「情報産業」を
追加してほしい。

□

P15・P50
②時代の変化に対応
し、最先端の都市型
産業として進化する環
境づくり

　ご意見をいただいた項目では本区特有
の商業について記載しており、産業全般
に関しては、P15及びP50の「②時代の変
化に対応し、最先端の都市型産業として
進化する環境づくり」に記載しています。

17

　現在の基本構想にあった「基礎的自治
体としての自立」が新たな基本構想でなく
なっています。国や東京都の制度の中
で、区は地域住民と同じ目線に立ち地域
的な不具合があれば主張し、役割分担を
超えて区民の利益のために、実現を目指
す指向性を持つことを表現しています。現
在の基本構想から一貫し「基礎的自治体
としての自立」の視点は重要ではないで
しょうか。

□
P18
４　国や東京都、関係
団体等との連携

　平成12(2000)年の都区制度改革におい
て、「基礎的な地方公共団体」として法律
上位置付けられ、東京都と特別区の役割
分担も明確になりました。そのため、「基
礎的自治体としての自立」の項目はあり
ませんが、基礎自治体として区民目線に
立った行政運営は重要であり、今後も区
の主体性を確保しつつ、国や東京都と相
互調整・連携をしていく必要があると考
え、P18の「４　国や東京都、関係団体等
との連携」のとおり、盛り込んでいます。

16

　「情報公開」「委員会や審議会の公開な
どの区民に開かれた区政」「個人情報保
護」「公文書管理」の内容を追加してほし
い。

□
P18
２　持続可能な行財政
運営

　基本構想は行政運営の指針となるもの
であるため、具体的な取組を記載してお
りませんが、ご意見をいただいた内容は
P18の「２　持続可能な行財政運営」の中
に含まれているものと認識しています。

18

　ソーシャル・インクルージョンは、第２回
安心部会では用語説明が必要との指摘
でしたが、第３回部会で削除されました。
　その後、障害者施設殺傷事件も発生し
ており、ソーシャル・インクルージョンの用
語の重要性を再認識し、新たな基本構想
に入れるべきであると考えます。
　P8の「（3）誰もがあこがれ、住みたい・
働きたい都心の実現」を「誰もが、住み続
けたい・働き続けたいソーシャル・インク
ルージョンの都心」とすること、少なくとも
用語として採用することを強く要望しま
す。

□
P26
(2)誰もがいきいきと笑
顔で暮らせるまち

　基本構想は、区と区民のまちづくりの憲
章であることから、区民にとって分かりや
すい言葉で表現することが重要であると
考えています。そのため、「ソーシャル・イ
ンクルージョン」という用語は用いないも
のの、その趣旨や区の役割はしっかりと
盛り込んでいます。

6



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

20

　待機児童の解消、一時預かり施設の充
実、小児科の増設、習い事教室の不足解
消など、中央区で子どもを育てたくなる環
境づくりを長期計画ではなく早急に実行し
て欲しいです。

□

P35
(ウ)安全・安心な医療
の確保

P36
(ア)子どもの健やかな
育ちの支援

P54
(ア)生涯を通じた学習
活動の推進

P55
(ウ)地域スポーツの推
進

　それぞれの必要性については、P35の
「（ウ）安全・安心な医療の確保」、P36の
「(ア)子どもの健やかな育ちの支援」、P54
の「(ア)生涯を通じた学習活動の推進」、
P55の「(ウ)地域スポーツの推進」のとお
り、盛り込んでいます。
　なお、区では「子ども・子育て支援事業
計画」を策定し、計画的に取組を進めて
いるものと認識しています。

19

　路上喫煙について、以前も意見を提出
しましたが、全く改善された気配がありま
せん。
　日本で最も厳しい条例を設けるなど、中
央区がリードして路上喫煙対策に取り組
んで欲しいです。

□

P34
(イ)若年期からの生涯
を通じた健康づくり

P45
(イ)快適で美しいまち
づくりの推進

　受動喫煙防止対策や快適で美しいまち
づくりの推進については、P34の「(イ)若年
期からの生涯を通じた健康づくり」及び
P45の「(イ)快適で美しいまちづくりの推
進」のとおり、盛り込んでいます。

22
　P39の「①多様性を認め合う社会の構
築」では、より踏み込んで、LGBTの用語
を追記することを希望します。

□
P39
①多様性を認め合う
社会の構築

　LGBTは、「性別」における多様性の１つ
と考えています。

21

　急激な人口増加は、中央区の福祉施策
に大きく歪みを引き起こしています。認可
保育園および特養老人ホームの不足は
大変深刻です。対応策の積極的な提案
が求められていると考えます。

□

P36
①子どもが健やかに
育つ地域づくり

P38
③高齢者が住み慣れ
たまちでいきいきと暮
らし続ける環境づくり

　P36の「①子どもが健やかに育つ地域づ
くり」及びP38の「③高齢者が住み慣れた
まちでいきいきと暮らし続ける環境づくり」
のとおり、子育て支援や高齢者が住み慣
れた地域で生活を継続できるサービスの
提供などを盛り込んでいます。

24

　外国人観光客が増加する中、帰宅困難
者対策として東京都、民間事業者等との
連携・協力など人任せで、受身のことしか
かかれていない。これらは積極的に行う
べきであるが、地域行政がもっと積極的・
主体的に取り組まなければ効力のある対
策を立てることはできない。
　一方、外国人観光客の受け入れには積
極的であり、そのための基盤整備は謳わ
れています。
　縦割り行政は反映させないでいただき
たい。

□
P42
(イ)地域特性に応じた
防災対策の推進

　帰宅困難者対策は区だけでの対応に
限界があるものの、民間事業者が行う開
発事業において帰宅困難者一時滞在施
設等の整備の促進や運営の支援を行う
必要があると考え、P42の「(イ)地域特性
に応じた防災対策の推進」のとおり、盛り
込んでいます。

23
　P41の「(イ)生活困窮者の自立支援」の
中では「子どもの貧困」についても追記し
てほしい。

□
P41
(イ)生活困窮者の自
立支援

　子どもの貧困は、「生活困窮」の１つと
考えています。

7
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26

　中央区の道路率は23区で１位であり、
緑被率は最下位であることから分かるよ
うに、中央区の環境問題は深刻である。
　道路率拡大を抑え、緑被率を拡大する
積極的な対策を求めるべきではないか。

□

P44
①水とみどりにつつま
れたやすらぎのある
空間づくり

P46
①都心にふさわしい
基盤整備

　環境にやさしい道路整備や緑化の推進
については、P44の「①水とみどりにつつ
まれたやすらぎのある空間づくり」及び
P46の「①都心にふさわしい基盤整備」の
とおり、盛り込んでいます。

25

　P42の「(ウ)犯罪のない安全・安心なま
ちづくりの推進」では「消防団」を追記し、
「緊急時には警察、消防・消防団等の活
動状況を踏まえ」としてほしい。

□

P42
(ウ)犯罪のない安全・
安心なまちづくりの推
進

　消防団は消防署と同様、消防組織法に
基づいた消防機関であるため、「消防」に
含まれています。

28

　隅田川テラスを毎日散歩しているが、佃
大橋下の工事現場の囲いの中は車や私
物置き場、囲いの外は粗大ごみ捨て場と
なっており、見た目が悪い。特に外国人
観光客に恥ずかしい。

□
P45
(イ)快適で美しいまち
づくりの推進

　世界に誇れる美しいまちづくりに向け
て、関係機関や地域の人々の環境美化
意識の高揚を図る必要があると考え、
P45の「(イ)快適で美しいまちづくりの推
進」のとおり、盛り込んでいます。

27
　公園の拡充、街路樹の整備、屋上や空
き地の緑化など、緑化の推進について検
討していただきたい。

□

P44
①水とみどりにつつま
れたやすらぎのある
空間づくり

　P44の「①水とみどりにつつまれたやす
らぎのある空間づくり」のとおり、盛り込ん
でいます。

30

　子育て世代の増加に対して、鉄道駅の
エレベーターが少なすぎます。特に水天
宮前駅のエレベーターが非常に不便で
す。また、安産祈願の水天宮がリニュー
アルされたが、ベビーカーが入場できる
スロープが無いことに怒りすら感じます。

□
P47
(イ)快適な歩行環境
の拡充

　バリアフリー化をより一層推進し、すべ
ての人が安全・快適に移動できる歩行環
境の拡充を図る必要があると考え、P47
の「(イ)快適な歩行環境の拡充」のとお
り、盛り込んでいます。
　なお、区では「中央区福祉のまちづくり
実施方針2011」及び「東京都福祉のまち
づくり条例」に基づいた整備及び指導を
行っているものと認識しています。

29

　たばこのポイ捨てや違反走行自転車な
どの見回りを行う２人１組の人たちを見か
けるが、違反者に対して注意を行ってい
る様子が見られない。

□

P45
(イ)快適で美しいまち
づくりの推進

P47
(ウ)交通環境の改善

　まちの美化や自転車利用のルールの
周知等を図っていくことが必要であると考
え、P45の「(イ)快適で美しいまちづくりの
推進」及びP47の「(ウ)交通環境の改善」
のとおり、盛り込んでいます。

31
　「無電柱化」は、現在、東京都知事が推
進しようとしていることから、これを好機と
捉え推進するべきである。

□
P47
(イ)快適な歩行環境
の拡充

　P47の「(イ)快適な歩行環境の拡充」の
とおり、良好な都市景観の向上や都市防
災機能の強化等を図る上で重要であるこ
とから、無電柱化の推進を盛り込んでい
ます。
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33

　江戸バスが運行されていますが、とても
時間がかかります。
　ルートを増やして、より快適に移動でき
る仕組みが欲しいです。

□
P47
(エ)公共交通の整備
促進

　ＢＲＴや地下鉄新線の整備、水上交通
等を含めた多様な交通ネットワークを活
用しながら区内の交通利便性を高めてい
く必要があると考え、P47の「(エ)公共交
通の整備促進」のとおり、盛り込んでいま
す。
　なお、江戸バスのルートについては、区
において利用者の利便性や費用対効果
を考慮しながら検討が行われているもの
と認識しています。

32

　コミュニティサイクルの拡充、江戸バス
とメトロリンク日本橋の連携や共同運行
など、区内の移動の円滑化について検討
していただきたい。

□
P47
(エ)公共交通の整備
促進

　ＢＲＴや地下鉄新線の整備、水上交通
等を含めた多様な交通ネットワークを活
用しながら区内の交通利便性を高めてい
く必要があると考え、P47の「(エ)公共交
通の整備促進」のとおり、盛り込んでいま
す。

35

　いじめや不登校についての現況分析や
対策の記載がありません。
　複雑・多様化する諸課題に含めて表現
していると推察しますが、現況の分析と対
策の大枠を記載されることを要望します。

□
P52
(イ)魅力のある学校づ
くり

　いじめや不登校の問題については、「複
雑・多様化する諸課題」の１つと考えてお
り、その趣旨はP52の「(イ)魅力のある学
校づくり」に盛り込んでいます。

34

　築地市場の跡地利用は、豊洲新市場や
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の二の舞とならないよう、構想と提
言を。

□
P48
(イ)世界に発信する魅
力的なまちづくり

　今後の人口や観光客の増加を見据え、
立地特性を踏まえた交通結節機能ととも
に、日本の食文化の発信拠点として整備
していくことが必要であると考え、P48の
「(イ)世界に発信する魅力的なまちづくり」
のとおり、盛り込んでいます。
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37

　東日本大震災の折に消防団員として活
動した経験を踏まえ、改善点を６つ提案
する。①一時避難場所は人であふれ逆に
危険な状況となりうるため、定員を設ける
など運用方法の見直しを。②各企業、団
体から最低１名は消防団に入団してもら
い、町会や行政との橋渡し役を担ってもら
う。③既存の組織や区域に捉われず、
チーム中央区として対応できるシステム
の構築。④小・中学生にも災害対応を
担ってもらうため、避難所運営等を想定し
た訓練を必修科目とする。⑤観光客等の
被災者にも支援者としての役割を担って
もらえるよう各団体との連携を。⑥建築許
可に関しては周辺の避難施設のキャパシ
ティを考慮しながら、独自の避難施設や
備蓄品等の確保をもって許可を行うこと。

△

P12･P42
（1）災害・犯罪に強く
いつまでも住み続けら
れるまち

　大地震等の災害に対する適切な対応
は重要であると考え、P12及びP42の「（1）
災害・犯罪に強くいつまでも住み続けられ
るまち」のとおり、盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

36

　地域の活性化、災害時の減災対策、地
域の安全、小・中学生の地域教育力の醸
成など、いずれも地域コミュニティの育成
は大切であり、諸施策を貫く重要な施策
となる。
　人口増や集合住宅を中心とした居住形
態により、従来のコミュニティ形成が難しく
なっているため、コミュニティづくりの専門
家の育成や人々に共通なコミュニティ
ツールを用いた手法の導入など、これま
でにない新たな手法による縦型のコミュ
ニティづくりを基本計画の中で打ち出すこ
とが求められている。

△

P8
(5)多様な絆が融合し
た「プロアクティブ・コ
ミュニティ」の確立

　自ら率先して地域における課題を解決
できる社会を作り上げていく必要があると
考え、P8の「(5)多様な絆が融合した『プロ
アクティブ・コミュニティ』の確立」のとお
り、盛り込んでいます。
　具体的な施策については、今後、区が
基本計画等を策定する中で検討していく
べきと考えています。

39

　新たな住民が増えている中、外国人居
住者も増加しており、自治会では対応し
きれない面もあるため、外国人への行政
サービスの場を増やすとともに、晴海に
出張所の設置などを進めて欲しい。

△
P18
２　持続可能な行財政
運営

　公共施設のあり方については、常に点
検し、適切な施設配置を行う必要がある
と考え、P18の「２　持続可能な行財政運
営」のとおり、盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

38
　歩行者の安全を確保する「完全歩車分
離式信号機」の導入を増やす方向性を入
れることを要望します。

△
P13･P46
①都心にふさわしい
基盤整備

　安全・快適な歩行空間の確保は重要で
あると考え、P13及びP46の「①都心にふ
さわしい基盤整備」のとおり、盛り込んで
います。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

10



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

41
　P44の「(ウ)マンション支援」の中に「違
法民泊対策」を追記してほしい。

△

P35
(イ)生活衛生の向上

P44
(ウ)マンション支援

　すべての区民が安心して住み続けられ
る住宅・住環境の整備や生活衛生の確
保は重要と考えています。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

40

　飲食店での完全禁煙は、売り上げ減少
が必至であり、零細企業にとっては死活
問題である。受動喫煙防止に関しては、
現在、国において法制化の検討がされて
いるが、営業の自由が損なわれることの
ないようにするべきと考えます。
　当方は、受動喫煙防止対策の一環とし
て、自主的に喫煙ルールを示すステッ
カーを貼付しており、東京都からも「喫煙
可能」「禁煙」などお店の状況を表示する
ステッカーの貼付協力要請を受けている
が、中央区発行のステッカーには、喫煙
可能マークが存在しないため、追加して
いただきたい。
　屋外における区営喫煙所の積極的な整
備や民間事業者への整備補助など、た
ばこを吸う方、吸わない方が共存できる
「分煙」のまちづくりが進められることを切
に望んでいます。

△
P34
(イ)若年期からの生涯
を通じた健康づくり

　受動喫煙防止対策については、健康へ
の影響等を鑑み、国において議論が重ね
られています。P34の「(イ)若年期からの
生涯を通じた健康づくり」にある「受動喫
煙防止対策を進めるなどの環境づくり」と
は、吸う方も吸わない方も共存できる環
境の構築を目指すものです。
　なお、区で作成している飲食店掲示用
のステッカーは、非喫煙者が店を選ぶ際
に受動喫煙による健康被害を防止するた
めのものと認識しています。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

43

　高齢化が進む中、災害時だけでなく平
常時に利用する一般病院や療養病院の
整備が必要であるため、基本構想や基本
計画の中に盛り込んでいただきたい。
　病院の建設もオリンピックのレガシーに
なると思います。

△
P35
(ウ)安全・安心な医療
の確保

　東京都保健医療計画により、本区を含
む二次保健医療圏の「区中央部」では、
現在、有床病院の新設・増床をすること
は原則できないこととなっています。
　しかしながら、区民が安心して医療を受
けることができる体制づくりが必要である
と考え、P35の「(ウ)安全・安心な医療の
確保」のとおり、盛り込んでいます。
　今後の人口増加を見据え、地域に求め
られる医療機能がバランス良く配置され
ていることが望ましいことから、区におい
て具体的な施策・取組を検討する際に参
考とすべき意見と考えています。

42

　医療的ケアが、在宅、小・中学校、保育
園など各種施設で適切に提供される体制
づくりを進めていくことの記載を求めま
す。

△
P35
(ウ)安全・安心な医療
の確保

　生活の維持・向上を図るための医療の
必要性は高まっていくものと考え、P35の
「(ウ)安全・安心な医療の確保」のとおり、
盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

11



パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

45

　「子育てに関する多様な相談に応えら
れるよう、現在設置を目指している児童
相談所を核として、相談員の専門性を高
めるなど相談体制の充実を図っていくこと
が必要です。」など、将来的に都から区へ
移管をする児童相談所に関する記載も入
れることを希望します。

△
P36
(イ)子育て支援

　子育てに関する相談体制の充実が必
要であると考え、P36の「(イ)子育て支援」
のとおり、盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

44

　月島地域には高機能病院がないため、
巨大地震で橋の交通が遮断された場合、
必要な医療が受けられません。なぜ高機
能病院を誘致しないのでしょうか。オリン
ピックレガシーとして引き継ぐべき施設で
す。

△
P35
(ウ)安全・安心な医療
の確保

　区内の橋りょうは概ね耐震化が完了し
ているため、落橋の危険性は極めて少な
いものと考えています。
　また、東京都保健医療計画により、本
区を含む二次保健医療圏の「区中央部」
では、病院の新設・増床をすることは原則
できないこととなっています。
　しかしながら、区民が安心して医療を受
けることができる体制づくりが必要である
と考え、P35の「(ウ)安全・安心な医療の
確保」のとおり、盛り込んでいます。
　今後の人口増加を見据え、地域に求め
られる医療機能がバランス良く配置され
ていることが望ましいことから、区におい
て具体的な施策・取組を検討する際に参
考とすべき意見と考えています。

47

　小学校における学校ボランティアを含め
たさまざまな社会参加機会を提供するこ
との追記を希望します。
　高齢者が積極的に小学校に入っていく
ことで、小学校の人手不足を補い、防犯
性を高め、小学生は高齢者から色々なこ
とを学び、高齢者は小学生から元気をも
らう関係が構築できると思います。

△
P38
(ア)社会参加と生きが
いづくり

　高齢者が地域社会で活躍できる仕組み
が必要であると考え、P38の「(ア)社会参
加と生きがいづくり」のとおり、盛り込んで
います。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

46

　P37の「(ウ)地域の中での子育て力の強
化」、P55の「(ア)都心コミュニティの活性
化」に賛成します。
　５年前に団体を立ち上げ、子育てが孤
育てにならないような活動等を行っていま
すが、運営には特定の個人の力に頼らざ
るを得ないことが課題だと感じています。
　団体のＰＲや人的・金銭的支援などの
仕組みがあると良いと思います。

△

P37
(ウ)地域の中での子
育て力の強化

P55
(ア)都心コミュニティの
活性化

　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

48

　P41の「(ア)権利擁護・虐待防止」の中で
は「児童相談所の早期開設」を追記し、
「区は、（略）、その中心となる児童相談所
を早期に開設して、虐待根絶に取り組む
必要があります。」としてほしい。

△
P41
(ア)権利擁護・虐待防
止

　区が中心となって虐待根絶に取り組む
必要があると考え、P41の「(ア)権利擁護・
虐待防止」のとおり、盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。
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パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

50

　医療施設が整備されない中で巨大地震
が起きる恐れがありますが、月島地域に
は防災船着場がありません。東京都が２
カ所の増設を計画していますが、物資の
搬入と救助活動にしか使うことができま
せん。
　被災後の生活における移動手段として
の船の活用と、車椅子でも利用できる船
着場の整備が求められ、平時から利用す
る体験を重ねておくことが必要です。

△

P42
(1)災害・犯罪に強くい
つまでも住み続けら
れるまち

P44
(2)水とみどりあふれ
る豊かな環境を未来
へつなぐまち

　区内の橋りょうは、概ね耐震化が完了し
ているため、落橋の危険性は極めて少な
いものと考えています。
　しかしながら、災害時に陸上交通が遮
断された場合、水上交通を活用すること
は有効であると考えています。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

49

　外国人観光客が被災した際に自身の安
否を故国に知らせる通信手段の確保や
言葉の壁等を踏まえた対策とともに、ボラ
ンティアの活用方策を考えるべきだと考
えます。

△

P42
(1)災害・犯罪に強くい
つまでも住み続けら
れるまち

　海外との通信手段の構築は、区だけで
の対応に限界があることから、国や東京
都等と連携しながら取り組むことが必要
であると考えています。また、外国人観光
客対策についても区だけでの対応が難し
いことから、ボランティアやＮＰＯなどの多
様な主体と協力しながら取り組むことが
必要であると考えています。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考とすべき意見と考えて
います。

52

　各地域のサービス水準が一定に保た
れ、誰もが安心して快適に生活を送るこ
とができるまちを実現するということは理
解できるが、それとともに、それぞれの地
域がどのような魅力を持ったまちとなるの
か、中央区全体を俯瞰した上で、地域ご
とのグランドデザインを示すべきと考え
る。

△
P48
(イ)世界に発信する魅
力的なまちづくり

　地域の歴史や個性を踏まえたグランド
デザインを描き、地域の方々とともにまち
づくりを進めていくことは重要であると考
え、P48の「(イ)世界に発信する魅力的な
まちづくり」において個性豊かなまちづくり
について盛り込んでいます。
　今後、地区計画の改正などを通じて
各々の地域がどのような魅力を持ったま
ちを目指すのかしっかりと示していくべき
と考えています。

51

　日本橋川上の首都高速は景観を台無し
にしています。周辺のビル群も川からの
眺めを考慮していません。
　「基本計画に盛り込むべき施策のあり
方」には、「水辺環境を東京都、開発事業
者などと連携し整備する」や「川からの景
観にも配慮した良質な都心生活地を目指
し」と記載されているが、具体的な記載が
なく積極性が感じられない。目玉になるよ
うなものは、特筆していただきたい。

△

P44
(2)水とみどりあふれ
る豊かな環境を未来
へつなぐまち

P46
(3)魅力ある都市機能
と地域の文化を世界
に発信するまち

　答申１「基本構想」は行政運営の指針と
なるものであるため、具体的な取組を記
載しておりません。
　また、答申２「基本計画に盛り込むべき
施策のあり方」は、直面している課題を解
決していくための施策のあり方をまとめた
ものです。
　具体的な方策については、今後策定す
る基本計画等で示していくべきと考えま
す。

53

　中央区で生まれ育った子どもたちが未
来の中央区を担う人材として成長するた
めに、教育に対する新しい方向性を持つ
学校の設立や誘致を目指す施策が大切
です。

△
P52
(ア)質の高い教育の
展開

　新たな創造に挑み未来を切り拓いてい
く力や豊かな人間性を育成していく必要
があると考え、P52の｢(ア)質の高い教育
の展開」のとおり、盛り込んでいます。
　今後、区において具体的な施策・取組を
検討する際に参考にすべき意見であると
考えています。
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パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

☆採用には至らないと判断したもの

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

55

　答申１の「第３章　施策のみちすじ」及び
「答申２　基本計画に盛り込むべき施策
のあり方」は基本計画2013と酷似してお
り、これまでと同じことを継続しようとして
いるようにしか思えない。

☆ －

　基本計画2013は、現在の基本構想にお
ける将来像の実現を目指す中、定住人口
の増加や東日本大震災など激変する社
会経済情勢を踏まえ、平成25(2013)年に
策定されたものです。
　そのため、「施策のみちすじ」や「施策の
あり方」の中には、基本計画2013で掲げ
られた施策が、継続すべきものとして盛り
込まれていると考えますが、区民の価値
観やライフスタイルの変化、地域社会の
あり方など、20年後を見据え新たな視点
に立った施策も記載されているものと認
識しています。

54
　「基本的な方向性」に記載されている事
項の実現性や構成などについて本質的
な議論がされていない。

☆ －

　「基本的な方向性」の実現性や構成な
どについては、起草委員会で本質的な議
論を重ね、「中間のまとめ（案）」として取
りまとめ、第４回審議会で起草委員会委
員長から報告がなされています。
　また、審議会においても活発な議論が
行われているものと認識しています。

57
　P15の「③まちのいとなみを楽しむ『都市
観光』の推進」の中に「佃・月島」を追加し
てほしい。

☆ －

　銀座、日本橋、築地を例示しています
が、ご意見の地域も含め、区全体で都市
観光を推進していく必要があると考えて
います。

56
　答申１の「第３章　施策のみちすじ」と
「答申２　基本計画に盛り込むべき施策
のあり方」との間にも大きな乖離がある。

☆ －

　答申１の「第３章　施策のみちすじ」及び
「答申２　基本計画に盛り込むべき施策
のあり方」は、各専門部会における審議
結果を踏まえて取りまとめていることか
ら、乖離はないものと認識しています。

58

　答申１の第４章に記載されている中央
区行政の組織のあり方について、答申２
に記載されていない。
　答申２で詳細を記載することを求めま
す。

☆ －

　審議会は、P61の「諮問文」にあるとお
り、「中央区基本構想」と「中央区基本計
画に盛り込むべき施策のあり方」につい
ての諮問を受けて、その審議を行ってい
ます。
　そのうち、答申２「基本計画に盛り込む
べき施策のあり方」は、「施策のあり方」を
まとめるものであり、組織について記載し
ておりません。
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パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

60

　P30の「(3)魅力ある都市機能と地域の
文化を世界に発信するまち」の中の「食
文化の拠点『築地』」の後に「路地文化と
もんじゃの月島」の文言を追加することを
求めます。

☆ －

　ご意見いただいた地域も含め、区内に
は個性豊かなまちが数多く存在すること
は認識している中、当該箇所は例示とし
て列挙しています。

59

　答申１の第４章に記載されている中央
区行政の組織のあり方について、答申２
に記載されていない。
　答申２で詳細を記載するとともに、審議
会で再度検討されたものを最終答申案と
して、再度、パブリックコメントを実施して
答申を行うことを希望します。

☆ －

　審議会は、P61の「諮問文」にあるとお
り、「中央区基本構想」と「中央区基本計
画に盛り込むべき施策のあり方」につい
ての諮問を受けて、その審議を行ってい
ます。
　そのうち、答申２「基本計画に盛り込む
べき施策のあり方」は、「施策のあり方」を
まとめるものであり、組織について記載し
ておりません。そのため、このことについ
て改めてパブリックコメントを行う予定は
ありません。

62

　P39の「(ア)共生社会の推進」では、人と
動物愛護について同じ項目で記載されて
いますが、人の共生についての内容が薄
まる印象があります。
　新たに動物愛護の項目を設け、人と動
物の記載を分けることを提案します。

☆ －

　ペットを家族と同様に考えている方がい
る一方、動物を苦手とする方もいます。こ
のように、多様な価値観を含め、さまざま
な違いを越えて共生していくことが重要と
考え、１つの項目でまとめています。

61
　公園・児童遊園での喫煙をなくし、子ど
も達が遊べる「無煙」の環境整備の記載
をお願いします。

☆ －

　P34の「(イ)若年期からの生涯を通じた
健康づくり」のとおり、受動喫煙防止対策
を進めていく必要があると考えています。
　また、P44の「(イ)公園・児童遊園等の整
備・充実」のとおり、公園は子どもから高
齢者まで幅広い年代が利用することか
ら、複数の公園で機能を分担・特化させ
ることで多様なニーズに対応する必要が
あると考えています。

64

　中央区はこの20年間で急激に超高層ビ
ルやマンションが林立する異常なまちへ
変貌してきましたが、こうした区政を批判
的に分析し、積極的に施策の提案を行う
べきではないか。

☆ －

63

　深刻なヒートアイランド現象は、超高層
ビルやマンションの建設ラッシュが主な原
因であると考えられる。
　環境問題を考えるとき、これらの建設規
制について真剣に考えるべきであり、中
央区の課題として、大きく突き出すべきで
ある。

☆ －
　P44の「（2）水とみどりあふれる豊かな
環境を未来へつなぐまち」のとおり、本区
ではまとまった土地の確保が困難である
ことから、単に開発をなくすのではなく、
大規模開発や公共用地を活用した公園
の整備、民間施設の緑化を進めることな
どにより、水とみどりにつつまれたやすら
ぎのある空間づくりを目指していく必要が
あると考えています。
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パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

取扱い 該当ページ 考え方
№ 意見の概要

対応（案）

66

　小池都政の進行の中で築地市場の移
転計画が変更されたことから、「本年11月
には、築地市場が80年の歴史に幕を閉じ
ます」という区長の諮問の前提は実態に
そぐわない。
　基本構想策定の前提が崩れているた
め、根本からの見直しが求められてい
る。

☆ －

　築地市場の移転延期は、区長の諮問を
受けた後に決定されたことに加え、現時
点で東京都は移転の方針を正式には変
更しておりません。
　審議会ではこうした状況変化を踏まえ
た議論を行い、「中間のまとめ」では断定
的な表現としておりません。今後とも状況
変化を注視しつつ、審議会において、対
応を検討していきます。

65

　P32の２行目に「晴海地区における東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会
後の急激な人口増を見据え」という記述
があるが、一挙に過密な人口集中を生み
出し、周辺環境への負荷も深刻である。
　こうした計画を批判的に検討し、超高層
マンションの建設中止などの提案があっ
てもいいのではないか。

☆ －

　都では、東京2020大会後のまちづくりに
ついて、多様な住宅供給とともに、交通環
境の充実、公共公益施設や広場の拡充
に加え、環境についても先進的な技術を
導入していくこととしています。
　こうした取組をレガシーとして生活の中
に浸透させて新しいライフスタイルを世界
に発信する魅力的なまちとしていくことが
必要であると考えています。

68
　この内容では、具体的にどのような策を
実行していくのかわからない。

☆ －
　具体的な方策については、区が今後策
定する予定の基本計画等で示していくも
のと認識しています。

67

　「基本計画」は、「基本構想」を実現する
ためのみちすじを具体化するものであり、
中央区が策定するものであるため、「答
申２」 は、審議会から中央区に対するア
ドバイス的な意味を持つと考えます。
　この「答申２」に記載された築地市場の
移転計画は舛添知事時代の計画を前提
としており、現実の政治動向にそぐわない
ものであることから、新たな 「基本計画」
の策定に間違えた示唆を与えることにな
るのではないか。

☆ －

　築地市場の移転が延期されたものの、
現時点で東京都は移転の方針を正式に
は変更していないこと、また、築地市場は
都心最大規模の広大な公有地であり、今
後のまちづくりにおいて極めて重要であ
ることから、目指すべき姿を示す必要が
あると考えています。

70

　新たな基本構想は20年先を見据えたも
のですが、大きな環境の変化があった場
合には、柔軟に修正する考え方を記載す
ることを希望します。

☆ －

　基本構想は、P6の「２　基本構想の役割
と理念」のとおり、区と区民のまちづくりの
憲章であり、今後の本区における総合的
かつ計画的な行政運営の指針となるもの
であるため、大きな社会経済情勢の変化
等が生じた場合は、新たに策定するもの
と認識しています。

69

　現在の基本構想の検証が含まれていな
いため、新たな基本構想を策定するため
の出発点にすら立っていません。
　現在の基本構想に基づく各種事業の検
証を行った上で、新たな基本構想の策定
に取り組んでいただきたい。

☆ －

　審議会では、現在の基本構想策定時か
ら今日に至るまでの取組について整理
し、それらを踏まえた現状と課題をまとめ
た上で、区の20年後を展望し、将来像と
その実現に至るみちすじについて検討を
進めてきました。
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パブリックコメントにおける意見の概要と対応（案）

<取扱い>

○答申案に反映するもの

□答申案に盛り込まれているもの

△区において今後の計画・取組の参考とすべきもの

☆採用には至らないと判断したもの

－その他

－その他（審議会の運営に関する意見・要望）

取扱い 該当ページ 考え方

－その他（区に対する意見・要望）

取扱い 該当ページ 考え方

№ 意見の概要
対応（案）

№ 意見の概要
対応（案）

71

　原則公開で議論がなされるところ起草
委員会は非公開で審議している。
　ホームページの議事録を見ても議論の
内容が分からないので、議論の詳細を公
開していただきたい。

－ －

　20年後のまちづくりや将来像を検討す
るにあたり、起草委員会におけるさまざま
な意見が確定した情報と誤解され、区民
の間に混乱を招く恐れがあること、また自
由かつ率直な意見交換が困難となること
などの理由から非公開としています。
　また、中央区基本構想審議会条例施行
規則に基づき、会議記録は議題などの項
目を公表しています。

72

　本件を含めパブリックコメントページが
Webサイトの階層の奥にあり、非常に探し
づらい。区民の意見を広く募集しようとい
うのであれば、Webサイトトップの「注目情
報」に掲載していただきたい。

－ －

　パブリックコメントは、区民から貴重な意
見をいただける重要な制度であると認識
しています。
　今後も、注目情報への掲載も含め、区
民の皆さまが意見を寄せやすい方法を検
討していきます。
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